
 
 

設置の趣旨等を記載した書類 添付資料目次 

 

 

 

資料 １   医薬保健学域医薬科学類設置構想              ４１ 

 

資料 ２    医薬科学類カリキュラムマップ               ４２ 

 

資料 ３   医薬科学類 階層化した教育課程の編成（概要）       ４３ 

 

資料 ４   国立大学法人金沢大学職員就業規則             ４４ 

 

資料 ５－１ 履修モデル（生命医科学コース【生体情報機能医科学領域】）  ６７ 

 

資料 ５－２ 履修モデル（生命医科学コース【システム統御医科学領域】）  ６８ 

 

資料 ５－３ 履修モデル（創薬科学コース【有機化学領域】）        ６９ 

 

資料 ５－４ 履修モデル（創薬科学コース【生物薬学領域】）        ７０ 

 

資料 ５－５ 履修モデル（創薬科学コース【薬物動態学領域】）       ７１ 

 

資料 ５－６ 履修モデル（創薬科学コース【物理分析化学領域】）      ７２ 

 

資料 ６   医薬科学類創薬科学コースと薬学類のカリキュラムの差異   ７３ 
 

40



次代の先進医療や画期的新薬開発等のイノベーションにつながる先端的な
医薬科学研究を世界レベルで展開するための⾼度な研究基盤⼒を備えた⼈材

国の動向

コース選択 研究室配属

共通教育科⽬

学域GS科⽬

専⾨基礎科⽬
課題研究

課題研究

専⾨共通科⽬ 学域GS⾔語科⽬

１年 ２年 ３年 ４年

創薬科学コース専⾨科⽬

⽣命医科学コース専⾨科⽬
⼊学
定員
18名

（⼀括⼊試）

医薬科学類

１）1年次における医薬基礎教育 ３）両コース合同の課題研究発表会における多⾯的・多⾓的討論
２）専⾨性を⾼める各コース専⾨科⽬とコース横断科⽬ ４）早期から段階的に研究マインド・倫理観や国際性を醸成する科⽬を配置

“医薬共通の基礎”から“各コースの深い専門性”へとシームレスに学ぶ機会を提供カリキュラムの特⾊

⽣命医科学コース（9名）

創薬科学コース（9名）

⼤学院

薬学の基礎的
知識も⾝に付けた
⽣命医科学
研究者

医学の基礎的
知識も⾝に付けた
創薬科学
研究者

学⼠
（⽣命医科学）

学⼠
（創薬科学）

↑今後，改組等を
検討予定

健康寿命社会の形成に向け，医薬品・
医療機器関連分野における産業競争⼒
の向上や，医療の国際連携・国際貢献
等の実現を推進。
「健康・医療戦略」（H26.7.22閣議決定，

H29.2.17⼀部変更）
「医療分野研究開発推進計画」（H26.7.22健康・医

療戦略推進本部決定， H29.2.17⼀部変更）

⽣命医科学系・薬学系の⼤学院へ
の⼊学者が少なく，基礎医学・薬学領
域全般における研究を担う⼈材の不⾜に
よる研究⼒低下が深刻化。

早い段階から，次世代の医療や新たな技術・材料の開発等に向けた

医学分野と薬学分野，双方の基礎的な知見を醸成する
教育プログラムを構築

課題

社
会
的
背
景

Bachelor of 
Medical Sciences

Bachelor of 
Pharmaceutical

Sciences

School of Medical and
Pharmaceutical Sciences

戦略的な
学内資源

再配分による
“学類再編”

養成する
⼈材像

医
薬
科
学
類
︵
仮
称
︶

医薬保健学域医薬科学類設置構想

薬学系大学院における入学者数
（出典：学校基本調査）

医学系大学院における基礎系，臨床系
入学者数（出典：文部科学省）

平成22年度に⼤幅に減
少して以降、⼊学者数が
従来の約半数のまま推移

基礎医学研究を⾏っている
ほとんどの講座では医学部
出⾝者は皆無に近い

【資料1】
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ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー

医薬科学類カリキュラムマップ

科目体系

【資料2】

【生命医科学コース】

【創薬科学コース】

（1）医学と薬学の基礎的知識

（2）基礎医学・生命医科学領域の研究を
遂行するために必要な専門的知識・
スキル

（3）世界をリードする研究者に求められる
研究マインド，倫理観，国際性

（1）医学と薬学の基礎的知識

（2）基礎薬学・創薬科学領域の研究を遂
行するために必要な専門的知識・スキル

（3）世界をリードする研究者に求められる
研究マインド，倫理観，国際性

学域GS科目
学域に共通した学びの核となる基礎科目

学域GS言語科目
学域に共通した学びの核となる基礎的な
言語科目

専門基礎科目
医学と薬学の基礎的知識を修得させるための
科目

専門共通科目
世界をリードする研究者に求められる研究マイン
ド，倫理観，国際性を修得させるための科目

コース専門科目
基礎医学・生命医科学領域で研究を遂行するた
めに必要な専門的知識を修得させるための科目

課題研究科目
基礎医学・生命医科学領域で研究を遂行する
ために必要なスキルを修得させるための科目

【生命医科学コース】

【生命医科学コース・創薬科学コース共通】

【創薬科学コース】

コース専門科目
基礎薬学・創薬科学領域で研究を遂行するため
に必要な専門的知識を修得させるための科目

課題研究科目
基礎薬学・創薬科学領域で研究を遂行するため
に必要なスキルを修得させるための科目

必修2
医薬保健学基礎Ⅰ
医薬保健学基礎Ⅱ

必修2
医薬科学英語Ⅰ
医薬科学英語Ⅱ

必修10
基礎人体解剖学，基礎人体構造学，基礎人体機能学，基礎分
子細胞生物学，基礎生物化学，物理有機化学，基礎医薬科学，
基礎有機反応学，基礎医薬合成学，基礎分析化学

必修37
医薬科学研究者養成Ⅰ～Ⅱ，医薬科学試問，医薬科学基礎実習
医薬科学基礎ローテーション実習（生命医科学コース）Ⅰ～Ⅱ
医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース）Ⅰ～Ⅷ 等

【生命医科学コース・創薬科学コース共通】

【生命医科学コース】

必修34
計 49

人体解剖学Ⅰ，組織学Ⅰ，神経解剖学Ⅰ，発生学Ⅰ，
器官生理学Ⅰ，神経生理学Ⅰ，生化学Ⅰ，薬理学Ⅰ，
動物実験と再生医学，遺伝学Ⅰ，ゲノム解析演習 等

必修10
医薬科学研究Ⅰ～Ⅲ
医薬科学演習Ⅰ～Ⅲ

【創薬科学コース】

必修34
計 49

生物化学Ⅰ～Ⅱ，衛生薬学Ⅰ～Ⅱ，生体防御学，
微生物学，薬品作用学Ⅰ～Ⅱ，物理化学Ⅰ～Ⅲ
分析化学，応用有機化学Ⅰ～Ⅱ，薬剤学Ⅰ～Ⅱ 等

必修10
医薬科学研究Ⅰ～Ⅲ
医薬科学演習Ⅰ～Ⅲ
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医薬科学類 階層化した教育課程の編成（概要） 【資料3】

学域GS科目
学域に共通した学びの核となる基礎的知⾒の修得

学域GS言語科目
学域に共通した学びの核となる基礎的な⾔語の修得

専門基礎科目
医学と薬学の基礎的知識の修得

専門共通科目
世界をリードす
る研究者に求め
られる研究マイ
ンド，倫理観，
国際性の修得

コース専門科目
専⾨とする領域で研究を遂⾏する
ために必要な専⾨的知識の修得

課題研究科目
専⾨とする領域で研究を遂⾏す
るために必要なスキルを修得

１．教育課程における科目群の階層化

専門基礎科目

コース
専門
科目

基礎人体解剖学
顕微鏡レベルの組織・臓器の構成，機能分化等の理解

基礎人体構造学
呼吸器系，内分泌系，神経系の構造等の理解

基礎生物化学
⽣体のタンパク質，糖質，脂質の基本的な知識を修得

基礎分子細胞生物学
遺伝学の基礎，ゲノム構造，免疫システム等の基本概念の理解

人体解剖学Ⅰ
総論として，⼈体の基本構造，器官系や臓器の構造の理解
組織学Ⅰ
細胞・組織の基本構造の理解

生物化学Ⅱ
⽣命科学のセントラルドグマで起きる諸反応の理解
生物化学Ⅰ
代謝の仕組みと意義の理解

必
修
科
目

人体解剖学Ⅱ
各論として，器官系を構成する個々の器官・臓器の構造を修得
組織学Ⅱ
全⾝の器官の微細構造の理解

細胞生物学
タンパク質の翻訳後修飾，細胞死・細胞周期･細胞分裂等の理解

選
択
科
目

医薬共通の基礎から各コースの深い専門性へと シームレスに学ぶため 教育課程を科目群単位で階層化

基
盤
形
成

1年次

専
門
性
の
深
化

4年次
3年次

2年次

基礎から専門性へのシームレスな学び

専門
領域
応用

専門
領域
総論

基礎

生命医科学コース 創薬科学コース

研究マインド・
倫理観の醸成

専門共通科目
（１〜４年次）

↑

学域GS科目
（１年次）

国際性の醸成

専門共通科目
「海外AL実習Ⅰ・Ⅱ」

（４年次等）

「国際医薬科学Ⅱ」
（３年次）

「国際医薬科学Ⅰ」
（２年次）

↑

学域GS言語科目
（１年次）

例

研究力のレベルアップ

専門共通科目

「医薬科学特別諮問」
（4年次Q3・Q4）

「医薬科学特別演習」
（３年次Q3・Q4）

研究レベルのチェック

課題研究科目
「医薬科学研究Ⅰ〜Ⅲ」
「医薬科学演習Ⅰ〜Ⅲ」
研究⼒を段階的に
レベルアップ

↑

研究室配属
（３年次・Q2 ）

↑

専門共通科目

「医薬科学基礎
ローテーション実習」
実験技術の基礎の修得

←
→
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○国立大学法人金沢大学職員就業規則

目次
第1章 総則(第1条－第3条)

第2章 人事

第1節 教育職員の人事(第4条)

第2節 採用(第5条－第7条)

第3節 昇任・降任(第8条・第9条)

第4節 人事異動(第10条・第11条)

第5節 休職(第12条－第15条)

第6節 退職及び解雇(第16条－第24条)

第3章 服務

第1節 職員の責務・遵守事項(第25条－第28条)

第2節 兼業(第29条－第32条)

第4章 給与

第1節 給与(第33条－第42条)

第2節 退職手当(第43条－第45条)

第5章 勤務時間，休日・休暇，休業等

第1節 勤務時間(第46条－第58条)

第2節 休暇等(第59条－第64条)

第3節 休業(第65条－第66条の2)

第6章 研修・出張，知的財産権(第67条－第70条)

第7章 表彰及び懲戒(第71条－第74条)

第8章 安全衛生及び災害補償等(第75条－第78条)

第9章 雑則(第79条－第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は，金沢大学(以下「本学」という。)の自主・自律的な運営を旨

として職員の人事，労働条件，服務等について定め，もって本学における学術研

究，教育，医療及び大学経営の諸活動が秩序をもって，闊達に展開されることを

目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは，試験又は選考により採用された者をい

い，日給又は時間給で雇用された職員を除く。

2 この規則において「教育職員」とは，職員のうち，教授，准教授，講師(常時勤

務する者に限る。)，助教，助手，校長，園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教

諭，栄養教諭及び外国人研究員の職にある者をいう。

(平成16年4月1日規則第4号)
改正
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3 任期を付して雇用する職員について，別段の定めを置くときは，それによる。

(適用範囲)

第3条 この規則は，前条の職員を適用対象とする。

第2章 人事

第1節 教育職員の人事

第4条 教育職員の人事に関し必要な事項は，この規則に定めるもののほか，国立

大学法人金沢大学教育職員人事規程による。

第2節 採用

(職員の採用)

第5条 職員の採用は，試験又は選考による。

2 職員の採用について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員採用規程に定め

る。

(労働条件の通知)

第6条 学長は，職員の採用に際して，採用をしようとする職員に対し，あらかじ

め次の事項を記載した文書を交付する。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日

及び休暇に関する事項

(5) 交替制勤務をさせる場合は，就業時転換に関する事項

(6) 退職及び解雇に関する事項

(試用期間)

第7条 職員として採用された者は，採用の日から6か月の試用期間(外国人研究員

を除く。)を設ける。ただし，国，地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員

から引き続き本学の職員となった者については，この限りでない。

2 試用期間中又は試用期間満了時に職員として不適格と学長が認めたときは，解

雇する。

3 試用期間は，勤続年数に通算する。

第3節 昇任・降任

(昇任)

第8条 職員の昇任は，選考による。

2 前項の選考は，職員の勤務成績等に基づいて行う。

(降任)

第9条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，降任することがある。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えられない場合

(3) その他必要な適格性を欠く場合

第4節 人事異動

(配置換)

第10条 職員は，業務上の都合により職場の異動又は職務の変更等の配置換を命ぜ

られることがある。

2 前項の配置換は，原則として発令日の7日前までに内示し，本人事情等を十分勘
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案して実施する。

(出向)

第11条 学長は，業務上必要な場合，職員に対して他の国立大学法人等において，

一定の期間，勤務させることができる。

2 出向する職員は，発令の日から，次に掲げる期間内に出向先に赴任しなければ

ならない。ただし，やむを得ない理由により定められた期間内に出向先に赴任で

きないときは，出向先の承認を得なければならない。

(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 発令日

(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内

3 職員の出向について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員出向規程に定め

る。

第5節 休職

(休職)

第12条 職員(試用期間中の職員を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合

は，休職とする。

(1) 傷病により，病気休暇の期間が引き続き90日を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 他の国立大学法人等に出向する場合

(4) 学校，研究所，病院その他本学が指定する公共的施設において，職員の職

務に関連があると認められる学術に関する事項の調査，研究若しくは指導に従

事し，又は本学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合

(5) 科学技術に関する，国(独立行政法人を含む。以下同じ。)と共同して行わ

れる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務であって，その職員の

職務に関連があると認められるものに，前号に掲げる施設又は本学が当該研究

に関し指定する施設において従事する場合

(6) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)，顧問又は評議員(以下「役員

等」という。)の職を兼ねる場合において，主として当該役員等の職務に従事

する必要があり，本学の職務に従事することができない場合

(7) 日本が加盟している国際機関，外国政府の機関等からの要請に基づいて職

員を派遣する場合

(8) 労働組合業務に専従する場合

(9) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合

(10) その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合

2 前項第4号から第10号の休職は，職員(第9号の場合はその家族)の申出により行

うものとする。

3 第1項第1号に定める病気休暇の期間は，職員の事情等を考慮し，特に必要があ

ると認める場合は延長することがある。

4 国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)

第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面の区分においてBの指導

区分の決定を受けた場合に，当該指導区分に応じた事後措置の基準で，休暇(日

単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減する期間が6か月を超える場合は，

休職とすることができる。

(休職期間)
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第13条 休職の期間は，休職事由に応じて別表第1に定める期間の範囲内とする。

2 前条第1項第1号の規定により休職となった職員が，第15条の規定により復職

し，復職可能となった日から起算して1年に達するまでの間に，当該休職の原因

となった傷病と同一若しくは類似の傷病（産業医が同一又は類似の傷病と認める

ものに限る。）又は同一若しくは類似の傷病に起因すると認められる傷病（産業

医が同一又は類似の傷病に起因すると認めるものに限る。）（以下「同一傷病」

という。）により再度休職するときは，当該傷病に係る休職の期間は通算するも

のとする。

3 前項に規定する「1年」の計算においては，次の各号に掲げる期間を除くものと

する。

(1) 安全衛生管理規程第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面

の区分においてＡの指導区分の決定を受けた期間及びＢの指導区分の決定を受

け，当該指導区分に応じた事後措置の基準で，休暇(日単位のものを除く。)の

方法により勤務を軽減された期間

(2) 第59条による休暇及び第50条から第52条による休日等により，連続30日以

上の勤務実績がない期間

(3) 前条第1項第1号（同一傷病によるものを除く。）から第10号までの規定に

よる休職期間

(休職中の給与等)

第14条 休職中の給与，在職期間調整等については，第12条第1項各号の事由に応

じて別表第1及び国立大学法人金沢大学職員給与規程の定めるところによる。

2 休職者は，職員としての身分を保有し，職員として遵守すべき事項を守らなけ

ればならない。

(復職)

第15条 学長は，休職期間が満了するまでの間に休職事由が消滅したと認めた場合

には，復職を命じる。この場合において，病気を理由とした休職については，職

員が復職を申し出て，産業医が休職事由の消滅を認めた場合に限るものとする。

2 前項の場合において，学長は，原則として休職前の職務に復帰させる。ただ

し，心身の条件その他を考慮し，他の職務に就かせることがある。

第6節 退職及び解雇

(退職)

第16条 職員は，次の各号のいずれかに該当する場合は，退職となり，職員として

の身分を失う。

(1) 自己都合により期日を定めて退職を申し出た場合

(2) 定年に達した場合

(3) 期間を定めて雇用されている場合は，その期間が満了したとき。

(4) 休職期間が満了した後も，休職事由がなお消滅しない場合

(5) 死亡した場合

2 職員は，自己都合により退職する場合は，退職予定日の30日前までに，学長に

退職届を提出しなければならない。やむを得ない事由により30日前までに退職届

を提出できない場合は，14日前までにこれを提出しなければならない。

3 職員は，退職届を提出しても，退職するまでは，職務に従事しなければならな

い。
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(定年)

第17条 職員は，定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」

という。)に退職する。

2 定年は，年齢60年とする。ただし，教育職員(校長，園長，教頭，主幹教諭，教

諭，養護教諭及び栄養教諭を除く。)は，年齢65年とする。

3 労働契約法（平成19年法律第128号）第18条の規定に基づき，期間の定めのある

労働契約から期間の定めのない労働契約に転換した職員については，前2項の規

定を適用する。

(特例による定年の延長)

第18条 学長は，定年に達した職員(教育職員のうち，教授，准教授，講師(常時勤

務の者に限る。)，助教及び助手を除く。)の職務の遂行上の特別の事情がある場

合で，かつ，その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分

な理由がある場合は，当該職員の意向を尊重の上，1年を超えない範囲で定年退

職日を延長することができる。

2 前項による定年退職日の延長は，当初の定年退職日から3年を超えない範囲で更

新することができる。

(再雇用)

第19条 定年退職者又は定年延長後退職した者が再雇用を希望するときは，高年齢

者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条の規定に基づき，

選考により雇用期間を定め採用することがある。

2 前項の規定による雇用期間の末日は，その者が年齢65年に達する日以後におけ

る最初の3月31日以前とする。

3 非常勤職員としての再雇用を希望する者は，国立大学法人金沢大学非常勤職員

採用規程の定めるところによる。

(解雇)

第20条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には，解雇する。

(1) 勤務実績が著しくよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しい支障がある場合，又はこれに堪えら

れない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか，その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 試用期間中の者について，職員として不適格と認めた場合

(5) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(6) 業務上の災害により，職場復帰できない場合で，傷病補償年金の給付を受

けるに至り，療養開始3年以上を経過した場合

(7) その他前各号に準ずる事由が生じた場合

2 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が困難となった場合に

は，解雇する。

(解雇制限)

第21条 次の各号のいずれかに該当する期間及び事由では解雇しない。ただし，労

働基準法(以下「労基法」という。)第81条の規定により打切補償を支払う場合

は，この限りでない。

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日

間
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(2) 産前産後の女性職員が，その特別休暇の期間及びその後30日間

(解雇予告)

第22条 職員を解雇する場合は，少なくとも30日前に本人に予告をするか，平均賃

金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし，所轄労働基準監督署の認定を

受けて第72条第2項第5号に定める懲戒解雇をする場合は，この限りでない。

2 予告日数は，平均賃金を支払った日数だけ短縮する。

3 次に該当する者は，前二項の規定は適用しない。

(1) 2か月以内の期間を定めて雇用する者

(2) 試用期間中の者で14日以内の者

(退職後の守秘義務)

第23条 退職又は解雇された者は，在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。

(退職証明書)

第24条 学長は，退職又は解雇された者が，退職証明書の交付を請求した場合は，

遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は，次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合は，その理由)

3 証明書には前項の事項のうち，退職又は解雇された者が請求した事項のみを証

明するものとする。

第3章 服務

第1節 職員の責務・遵守事項

(職員の責務)

第25条 職員は，職務上の責任を自覚して，勤務中は職務に専念し，本学がなすべ

き責を有する職務を誠実に遂行するとともに，職場の秩序の維持に努めなければ

ならない。

2 役職者は，職員がその能力を十分に発揮して本学の教育・研究・医療等に専念

できるよう，良好な職場環境の形成に努めなければならない。

(遵守事項)

第26条 職員は，次の事項を遵守しなければならない。

(1) 上司の指示に従い，職場の秩序を保持し，互いに協力してその職務を遂行

すること。

(2) 職場の内外を問わず，本学の信用を傷つけ，その利益を害し，又は職員全

体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。

(4) その職権を濫用して，専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に属する事項が記録された文書等を収集しないこと。

(5) 常に公私の別を明らかにし，その職務や地位を私的に利用しないこと。

(6) 本学の敷地及び施設内(以下「大学内」という。)で，喧騒その他の秩序及

び風紀を乱す行為をしないこと。
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(7) 学長の許可なく，大学内で営利を目的とする金品の貸借をし，又は物品等

の売買を行わないこと。

(倫理)

第27条 職員の倫理について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員倫理規程に

定める。

(ハラスメント防止)

第28条 ハラスメントの防止等について必要な事項は，国立大学法人金沢大学ハラ

スメント防止等に関する規程及び国立大学法人金沢大学ハラスメントの防止・対

策に関する指針に定める。

第2節 兼業

(兼業の許可)

第29条 職員は，学長の許可を受けた場合でなければ，報酬を得て本学以外の法人

又は団体の役職員の職を兼ねること，及び営利事業を営むことはできない。

2 無報酬であっても営利事業の役員を兼ねる場合は，同様とする。

(時間内兼業)

第30条 学長は，職員の本務と密接な関係があり，社会貢献上有益と判断される場

合は，本学が委託された業務を遂行するため，職員をその勤務時間中に他の事業

主の下で委託業務に従事させることがある。

2 職員が当該業務に従事したことに対する報酬は，本学に帰属するものとし，従

事した職員に対してはその一定割合を手当，研究費等として還元する。

(時間外兼業)

第31条 学長は，本学の事業と競合することなく，かつ本務に支障がない場合は，

職員が勤務時間外に本学以外の法人又は団体の役職員として業務に従事すること

を認める。

2 前項の業務に従事する場合における勤務時間の割振り変更の手続等は，申請者

自らの負担において行うものとする。

(規程への委任)

第32条 職員の兼業について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員兼業規程に

定める。

第4章 給与

第1節 給与

(給与の種類)

第33条 職員の給与は，本給及び諸手当とする。

2 諸手当は，扶養手当，管理職手当，地域手当，広域異動手当，住居手当，通勤

手当，単身赴任手当，特殊勤務手当，時間外・休日労働手当，夜間勤務手当，宿

日直手当，診療待機手当，管理職特別勤務手当，本給の調整額，初任給調整手

当，義務教育等教員特別手当，教職調整額，期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給)

第34条 本給，扶養手当，管理職手当，地域手当，広域異動手当，住居手当，通勤

手当，単身赴任手当，初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当は，その月の

月額の全額が原則として毎月17日に，特殊勤務手当，時間外・休日労働手当，夜

間勤務手当，宿日直手当，診療待機手当及び管理職特別勤務手当は，その月の分

が原則として翌月17日に支給する。
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2 期末手当及び勤勉手当の支給日は，原則として6月30日及び12月10日とする。

3 前2項における支給日が，休業日等に当たる場合については，別に定める。

(給与の決定)

第35条 本給は，所定の勤務時間による勤務に対する報酬として，職務の複雑，困

難及び責任の度に基づき，かつ，勤労の強度，勤務時間，勤務環境その他の勤務

条件を考慮して決定する。

(本給表の種類)

第36条 本給表の種類は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般職本給表(一)(二)

(2) 教育職本給表(一)(二)(三)

(3) 医療職本給表(一)(二)

2 各本給表の適用範囲は，別に定める。

3 本給表において定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及

びその級別の資格基準等については，別に定める。

(初任給)

第37条 新たに採用された職員の初任給は，その者の学歴，免許，資格，職務経験

等を考慮して決定する。

(昇給)

第38条 職員の昇給は，昇給日前1年間におけるその者の勤務成績（教育職本給表

（一）の適用を受ける者にあっては，原則として直近の教員評価の結果）に応じ

て，行うものとする。

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し，そのため危篤と

なり，又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場

合には，別に定めるところにより昇給させることがある。

(昇給の時期)

第40条 前条に定めるものを除き，昇給の時期は，毎年1月1日とする。

(給与の一部控除)

第41条 労基法第24条第1項ただし書に定める労使協定が締結された事業場におい

ては，給与の一部を控除して支給する。

(規程への委任)

第42条 職員の給与について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員給与規程に

定める。

第2節 退職手当

(退職手当の支給)

第43条 職員が退職し，又は解雇された場合は，職員の勤続年数，退職事由及び解

雇事由に応じて，退職手当を支給する。

2 勤続年数が6か月未満の職員及び第19条に基づき再雇用された職員には退職手当

は支給しない。

(退職手当の減額・不支給)

第44条 職員が懲戒解雇された場合は，退職手当は支給しない。ただし，勤続年数

が長期に及ぶ職員については，その懲戒事由によっては減額支給する場合があ

る。
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(規程への委任)

第45条 職員の退職手当について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員退職手

当規程に定める。

第5章 勤務時間，休日・休暇，休業等

第1節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第46条 勤務時間は，休憩時間を除き，1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第47条 勤務時間は，原則として，月曜日から金曜日までの5日間において，1日に

つき7時間45分を割り振るものとする。

(始業，終業)

第48条 始業時刻及び終業時刻は，次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時00分

(2) 始業時刻 午前9時30分 終業時刻 午後6時00分

2 前項に定める始業時刻及び終業時刻は，勤務条件の特殊性，季節的事情等によ

り変更することがある。

3 職員は，育児・介護等の家族的事情により第1項に定める始業時刻及び終業時刻

の変更を請求することができる。

4 勤務を要する日に，通常の勤務場所を離れて勤務する場合で，勤務時間を算定

しがたいときは，割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。

(休憩)

第49条 休憩時間は，次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号の時間帯に勤務する者 正午から午後0時45分まで

(2) 前条第1項第2号の時間帯に勤務する者 午後1時15分から午後2時00分まで

2 業務のため必要なときは，休憩時間の時間帯を変更することがある。

(休日)

第50条 次の各号に掲げる日は，休日とし，勤務時間を割り振らない日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日は除く。)

(休日の振替)

第51条 休日とされた日において，職員に，業務の都合上勤務することを命ずる必

要がある場合には，当該勤務を行う日を起算日とする4週間前の日から当該勤務

を行う日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務時間が割り振られ

た日(以下「勤務日」という。)を休日として割り振ることがある。

2 前項によるもののほか，当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち，4時間を当

該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務命令日に割り

振ることがある。

(代休日)

第52条 職員に休日に勤務することを命じ，前条第1項の規定による振替を行うこ

とができない場合には，事後に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)と

して，当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することがある。

(専門業務型裁量労働制)
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第53条 労基法第38条の3の規定に基づく協定が締結された場合，教育職員(附属学

校に勤務する者を除く。)のうち主として研究に従事する者は，労使協定に基づ

き，職務の遂行の手段及び労働時間の配分等を本人の裁量により行うことができ

る。

2 前項の規定の実施につき対象となる職員の範囲，みなし労働時間など必要な事

項は，前項に規定する協定において定める。

3 前項の規定にかかわらず，金沢大学学則第22条に規定する研究域長及び附属病

院長については，これを適用しない。

(フレックスタイム制勤務)

第54条 労基法第32条の3の規定に基づく協定が締結された場合，職員は，第46条

に規定する勤務時間について，1日7時間45分を標準として，当番日を除き，本人

の選択する時間帯において勤務することができる。ただし，始業時間については

午前8時00分から午前11時00分までの間に，終業時間は午後4時00分から午後8時0

0分までの間に設定するものとする。

2 前項の規定の実施につき対象となる職員の範囲，コアタイム，当番日の設定な

ど必要な事項は，前項に規定する協定において定める。

(特別の形態による勤務・変形労働時間制度)

第54条の2 附属病院その他事業運営上の必要から，交替制勤務，変形労働時間制

等特別の形態によって勤務する必要のある部局等における職員の休日及び勤務時

間の割振りについては，別に定める。

(災害等臨時の必要がある場合の時間外・休日の勤務)

第55条 職員は，災害その他避けることのできない事由によって，臨時の必要があ

る場合においては，労基法第33条第1項の規定に基づきその必要の限度におい

て，時間外又は休日に勤務することを命じられることがある。

(時間外，休日労働)

第56条 労基法第36条の規定に基づく協定が締結された場合において，本学は，業

務上必要があるときは，関係する職員に対してその勤務時間を延長し，又は休日

において職務に従事させることがある。

(妊産婦である職員の特例)

第57条 学長は，妊娠中及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦」という。)

が請求したときは，午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務(以下「深

夜勤務」という。)又は勤務時間外若しくは休日に勤務をさせてはならない。

(育児・介護を行う職員の特例)

第58条 学長は，3歳に満たない子を養育する職員又は負傷，疾病若しくは身体上

若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家

族を介護する職員から請求があったときは，当該職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である場合を除き，勤務時間外に勤務をさせてはな

らない。

2 学長は，小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は負傷，疾病若

しくは身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を

必要とする家族を介護する職員が請求したときは，本学の運営に支障がある場合

を除き，深夜勤務をさせてはならない。

3 学長は，前項に掲げる職員から請求があったときは，当該職員の業務を処理す
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るための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き，1か月について24時

間，1年について150時間を超えて勤務時間外に勤務をさせてはならない。

第2節 休暇等

(有給休暇)

第59条 有給休暇は，年次有給休暇，病気休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第60条 職員は，一の年ごとに20日の年次有給休暇を取得することができる。ただ

し，当該年の中途において新たに職員となった者(第3項から第5項までで定める

者を除く。)又は任期が満了することにより退職する者については，別表第2の左

欄に掲げる在職期間に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる日数(以下この条にお

いて「基本日数」という。)とする。

2 年次有給休暇は，40日を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 国家公務員，地方公務員等(以下「国家公務員等」という。)から引き続き本学

の職員となった者(次項に掲げる者を除く。)については，20日に当該前年の年次

有給休暇の残り(当該日数が40日を超える場合は40日)を加えた日数から，職員と

なった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じた日数

とする。ただし，当該日数が基本日数に満たない場合にあっては，基本日数とす

る。

4 当該年の中途において国家公務員等となり，その後引き続き本学の職員となっ

た者については，国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみ

なした場合におけるその者の在職期間に応じた基本日数から，引き続き職員と

なった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た

日数とする。

5 非常勤職員(国立大学法人金沢大学非常勤就業規則の適用を受けていた者に限

る。)から引き続き職員となった者の非常勤職員として付与された年次有給休暇

の取扱いについては別に定める。

6 第65条第2項の育児短時間勤務の適用を受ける職員の年次有給休暇については一

の年ごとに，当該年の在職期間及び1週間の勤務日数に応じ，別表第2の2に掲げ

る日数とする。

7 年次有給休暇は，原則として，日を単位として付与する。職員は，法定付与日

数を超える年次有給休暇及び繰越分については，時間を単位として取得すること

ができる。

8 第1項及び第3項から第6項までの規定に基づき，年次有給休暇が10日以上与えら

れた職員に対しては，付与日から1年以内に，当該職員の有する年次有給休暇日

数のうち5日について，あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただ

し，職員自らが日を単位として年次有給休暇を取得した場合においては，当該取

得した日数分を時季を指定して取得させる年次有給休暇（以下「時季指定対象年

次有給休暇」という。）の5日から控除するものとする。

9 当該年の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退

職する者に係る時季指定対象年次有給休暇の日数等については，別に定める。

(病気休暇)

第61条 職員は，傷病のため療養する必要があり，勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合には，病気休暇を請求することができる。
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2 病気休暇の期間は，療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必

要最小限度の期間とし，1日，1時間又は1分を単位として取り扱う。

3 病気休暇は，あらかじめ学長の承認を受けなければならない。ただし，やむを

得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には，その事由を付して事後

において承認を求めることができる。

4 連続する8日以上の期間（当該期間における休日，代休日以外の日数が4日以上

である期間に限る。）の病気休暇（次の各号に掲げる事由による病気休暇を除

く。以下「特定病気休暇」という。）を取得した職員が通常勤務可能となり，可

能となった日から起算して6か月に達するまでの間（以下「同一通算期間」とい

う。）に，同一傷病により再度特定病気休暇を取得した場合は，当該傷病に係る

特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 第63条の定めによるもの

(2) 業務上負傷し若しくは疾病にかかり又は通勤により負傷し若しくは疾病に

かかったことによるもの

(3) 安全衛生管理規程第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面

の区分におけるＡ又はＢの指導区分の決定に応じた事後措置によるもの

5 前項に規定する「6か月」の計算においては，次の各号に掲げる期間を除くもの

とする。

(1) 安全衛生管理規程第28条の規定により同規程別表第3に定める生活規制の面

の区分においてＡの指導区分の決定を受けた期間及びＢの指導区分の決定を受

け，当該指導区分に応じた事後措置の基準で，休暇(日単位のものを除く。)の

方法により勤務を軽減された期間

(2) 第59条による休暇及び第50条から第52条による休日等により，連続30日以

上の勤務実績がない期間

(3) 第12条第1項第1号から第10号までの規定による休職期間

6 第4項に規定する同一通算期間に再度特定病気休暇を取得した場合は，当該再度

の特定病気休暇から通常勤務可能となった日を当該特定病気休暇に係る同一通算

期間の新たな起算日とする。

7 療養期間中の休日等（第50条から第52条に定める休日等をいう。）及びその他

の病気休暇の日以外の勤務しない日は，第4項及び前項の規定の適用について

は，特定病気休暇を使用した日とみなす。

8 第4項から前項までの規定は，試用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第62条 職員は，別表第3の左欄に掲げる項目に該当する特別の事由により，勤務

しないことが相当であると認められるときは，それぞれ同表右欄に掲げる期間を

特別休暇として請求することができる。

2 特別休暇は，必要に応じて1日，1時間又は1分を単位とする。

3 特別休暇(別表第3第11号，第12号，第15号及び第16号に掲げるものを除く。)

は，あらかじめ学長の承認を受けなければならない。ただし，やむを得ない事由

によりあらかじめ請求できなかった場合には，その事由を付して事後において承

認を求めることができる。

4 特別休暇(別表第3第11号，第12号，第15号及び第16号に掲げるものに限る。)の

請求手続は別に定める。
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(生理日の就業が著しく困難な場合)

第63条 生理日の就業が著しく困難な職員が休暇を請求した場合は，学長は，その

者を勤務させない。

2 前項の休暇は，病気休暇とする。

(規程への委任)

第64条 勤務時間及び休暇等について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員勤

務時間規程に定める。

第3節 休業

(育児休業)

第65条 職員のうち，3歳に満たない子の養育を必要とする者は，学長に申し出て

育児休業の適用を受けることができる。

2 職員のうち，小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は，学

長に申し出て育児短時間勤務又は部分休業の適用を受けることができる。

3 前2項に規定する休業等について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員の育

児休業等に関する規程に定める。

(介護休業)

第66条 傷病のため介護を要する家族を有する職員は，学長に申し出て介護休業又

は介護部分休業(以下「介護休業等」という。)の適用を受けることができる。

2 介護休業等について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員の介護休業等に

関する規程に定める。

(自己啓発等休業)

第66条の2 職員のうち，自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための

休業を希望する者は，学長に申し出て自己啓発等休業をすることができる。

2 自己啓発等休業について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員の自己啓発

等休業に関する規程に定める。

第6章 研修・出張，知的財産権

(研修)

第67条 職員は，その職責を遂行するため，絶えず研究と修養に努めなければなら

ない。

2 職員には，業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため，研修を受ける

機会が与えられなければならない。

3 学長は，職員の研修について，研修を奨励するための方策その他研修に関する

計画を樹立し，その実施に努めなければならない。

4 教育職員は，本務に支障のない限り，所属長の承認を得て，勤務場所を離れて

研修を行うことができる。

5 教育職員以外の職員は，業務に関連し，国・学協会等の主催する講習会等に参

加する場合，本務に支障がない限り，所属長の承認を得て，勤務場所を離れて研

修を行うことができる。

6 職員の研修について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員研修規程に定め

る。

(出張と研修)

第68条 職員は，業務上必要がある場合は，出張を命ぜられる。出張を命ぜられた

職員が帰任したときは，速やかに，復命しなければならない。
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2 旅費に関する必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員旅費規程に定める。

3 前条第4項の研修にあって，旅費が支給されない旅行は，研修出張として扱う。

4 前条第5項の研修にあって，旅費が支給されない旅行は，自己啓発研修として扱

う。

(サバティカル研修)

第68条の2 教育職員は，学長の承認を得て，研究専念期間(以下「サバティカル研

修」という。)を取得することができる。

2 サバティカル研修中に，研修場所を離れて調査研究をする場合は，必要に応じ

て出張又は研修の手続きを経るものとする。

3 サバティカル研修に関し必要な事項は，国立大学法人金沢大学サバティカル研

修規程に定める。

(知的財産権)

第69条 本学は，職員がその性質上本学の業務範囲に属し，かつ，その発明をする

に至った行為が本学における職員の現在又は過去の職務に属する発明について，

特許を受ける権利を職員(以下「発明者」という。)から承継する。

2 本学は，前項の発明者の貢献を評価するとともに，利益を得たときは，発明者

に対し相当の補償を行う。

3 その他知的財産権について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職務発明取扱

規程に定める。

(研究成果有体物)

第70条 職員によって本学において職務上得られた研究成果有体物は，別段の定め

がない限り，本学に帰属する。

2 本学は，前項の研究成果有体物について，有償で譲渡がなされた場合，開発し

た職員の貢献を評価するとともに，当該職員に対し相当の補償を行う。

3 その他研究成果有体物について必要な事項は，金沢大学研究成果有体物取扱規

程に定める。

第7章 表彰及び懲戒

(表彰)

第71条 職員が，本学の業務等に関し特に功労があって他の模範とするに足りると

認められる場合又はこれに相当すると認められる場合は，表彰する。

2 表彰について必要な事項は，国立大学法人金沢大学表彰規程に定める。

(懲戒)

第72条 職員が，次の各号のいずれかに該当する場合は，所定の手続きの上，懲戒

処分を行う。

(1) この規則その他本学の定める諸規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反した場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 承認を受けずに遅刻，早退，欠勤する等勤務を怠った場合

(5) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合

(6) 重大な経歴詐称をした場合

(7) 本学の信用を失墜する行為を行った場合

(8) 職務上の地位を利用して，外部の者から金品等のもてなしを受けた場合

(9) 前各号に準ずる行為があった場合
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2 懲戒の種類及び内容は，次のとおりとする。

(1) 譴(けん)責 始末書を提出させ，将来を戒める。

(2) 減給 始末書を提出させるほか，一定の期間給与を減額する。この場合に

おいて，減額は，1回の額が平均賃金の1日分の2分の1以内を，処分が2回以上

にわたる場合においても，その総額が一給与支払期における10分の1以内で行

う。

(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか，一定の期間を定めて出勤を停止し，

職務に従事させず，その間の給与は支給しない。

(4) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。勧告に応じない場合は，懲戒解雇す

る。

(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合，所轄労働基準監督署の認定を受け

たときは労基法第20条に規定する手当を支給しない。

3 管理監督下にある職員が懲戒に該当する行為があったときは，当該管理監督者

は，監督責任により懲戒を受けることがある。

4 職員の懲戒について必要な事項は，国立大学法人金沢大学職員懲戒規程に定め

る。

(訓告等)

第73条 懲戒処分の必要がない職員についても，服務を厳正にし，規律を保持する

必要があるときは，訓告，厳重注意又は注意を文書等により行う。

(損害賠償)

第74条 職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えたときは，本学は，

懲戒処分等を行うほか，その損害の全部又は一部を賠償させる。

第8章 安全衛生及び災害補償等

(安全衛生)

第75条 職員は，安全，衛生及び健康確保について，労働安全衛生法及びその他の

関係法令のほか，学長の指示を守るとともに，本学が行う安全，衛生に関する措

置に協力しなければならない。

2 学長は，職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならな

い。

3 角間地区事業場，宝町・鶴間地区事業場，宝町地区事業場(附属病院)，平和町

地区事業場に安全衛生委員会を設置する。

4 職員の安全衛生管理について必要な事項は，国立大学法人金沢大学安全衛生管

理規程に定める。

(災害補償)

第76条 職員の業務上の災害については，労基法及び労働者災害補償保険法(以下

「労災保険法」という。)の定めるところにより，これらの各補償給付を受け

る。

(通勤災害)

第77条 通勤途上における災害については，労災保険法の定めるところにより，同

法の各給付を受ける。

(健康診断)

第78条 職員に対して採用時の健康診断及び毎年1回(労働安全衛生法等に定められ

た者については毎年2回以上)の定期健康診断を行う。
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2 前項の健康診断のほか，法令で定められた有害業務に従事する職員に対して

は，特別の項目について健康診断を行う。

3 職員は，正当な理由がなく本学が行う健康診断を拒んではならない。ただし，

他の医師の健康診断を受け，その結果を証明する書類を提出した場合は，この限

りでない。

4 健康診断の結果については，各職員に通知する。学長は，健康診断の結果によ

り，必要があると認めるときは，職員に対し，就業時間の短縮，職務の変更その

他健康保持上必要とする措置を命ずることがある。

第9章 雑則

(宿舎の利用)

第79条 職員の宿舎の利用については，国立大学法人法附則第13条及び関連する規

定の定めるところによる。

(法令との関係)

第80条 この規則の定める労働条件等が法令の定める労働条件等の基準に達しない

場合，この規則の当該部分は適用されず，法令の定めるところによる。

(労働協約との関係)

第81条 この規則と異なる労働協約の適用を受ける職員については，この規則の当

該部分は適用せず，労働協約の定めるところによる。

附 則

1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。

2 この規則に基づく規程については，当該規程が整備されるまでの間，平成16年4

月1日以前に本学に適用された，相当する規程の例による。

3 第17条第2項の規定にかかわらず，施行日の前日に行政職俸給表(二)の適用を受

ける職員のうち，用務員の地位にあるものの定年は，63歳とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は，平成16年12月2日から施行する。

(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)

2 平成16年12月1日から引き続き在職する職員(第2条に定める職員をいい，外国人

研究員及び第19条により再雇用された職員を除く。)のうち，平成16年から平成1

9年までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)にお

いて在職する者については，改正後の第33条の規定にかかわらず，国立大学法人

金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年規程第155号)附則第2項の

定めるところにより，寒冷地手当を支給する。

3 前項の規定にかかわらず，平成16年10月29日に在職する者及び平成16年10月29

日の翌日から平成16年12月1日までに採用された者の平成16年度における寒冷地

手当の支給は，従前のとおりとする。

(支給日及び支給方法)

4 第2項による寒冷地手当は，基準日の属する月の給与支給日(第34条に定める給

与の支給日をいう。)に支給する。ただし，前項が適用される職員の平成16年度

の支給日は，12月の給与支給日とする。
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附 則

この規則は，平成17年4月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成18年4月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成19年4月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成20年4月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成21年4月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成22年4月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成22年6月30日から施行する。

附 則

この規則は，平成23年4月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成24年4月1日から施行する。

附 則

1 この規則は，平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際，現に本学の職員である者については，改正後の第60条第2

項の規定は平成25年1月1日から適用する。

3 この規則による改正後の規則の適用を受ける職員が，労働契約法(平成19年法律

第128号)第18条第1項の規定に基づき労務が提供される期間の定めのない労働契

約の締結の申込みをしたときは，当該申込に係る期間の定めのない労働契約の内

容である労働条件は，当該労働契約の締結の申込みを行った際に現に締結してい

る有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当

該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とす

る。

附 則

この規則は，平成26年4月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成27年4月1日から施行する。
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附 則

この規則は，平成27年11月20日から施行する。

附 則

この規則は，平成29年1月1日から施行する。

附 則

この規則は，平成29年3月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第12条第4項の規定は，この規則の施行日の前日に，安全衛生管理規程第28条の

規定により同規程別表第3に定める生活規制の面の区分においてBの指導区分の決

定を受け，当該指導区分に応じた事後措置の基準により勤務時間を軽減されてい

る職員の引き続く勤務時間を軽減する期間並びに第12条第1項第1号により休職と

された職員の当該休職及び病気休暇中である職員の当該病気休暇又は当該病気休

暇に引き続く休職に伴う事後措置として勤務時間を軽減する期間について，同項

中，「6か月を超える場合」とあるのは，「1年を超える場合」と読み替えるもの

とする。

3 第13条第2項の規定は，この規則の施行日の前日に，第12条第1項第1号により休

職となっている職員及び特定病気休暇中である職員(引き続く病気休職の期間を

含む。)の引き続く当該休職期間については，適用しない。

4 第61条第4項の規定は，この規則の施行日の前日に，特定病気休暇中である職員

の引き続く当該休暇期間については，適用しない。

附 則

この規則は，平成30年4月1日から施行する。

附 則

1 この規則は，平成31年4月1日から施行する。

2 第7条の規定にかかわらず，教育職員以外の職員のうち，この規則の施行日の前

日に在職する者及び規則の施行日から2020年3月31日までに採用された者の試用

期間は，従前のとおりとする。

3 第60条第8項及び第9項の規定は，平成31年4月1日以降に付与された年次有給休

暇について適用する。

附 則

1 この規則は，令和元年7月1日から施行する。

2 令和元年において，改正後の別表第3（特別休暇）の規定のうち16「職員が夏季

における盆等の諸行事，心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤

務しないことが相当であると認められる場合」の「特別休暇付与日数」欄ただし

書き中「一の年における」とあるのは，「一の年の6月から12月までの期間内に
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おける」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は，令和2年4月1日から施行する。

別表第1(規則第13条，14条関係) 
(休職)

別表第2(規則第60条関係) 
(年次有給休暇)

休職事由 期間 給与支給率
在職期間調
整

第12条第1項第
1号(傷病)

3年以内 業務上の場合 休職期間中 100／1
00以内

3／3

私傷病 1年間 80／100以内 1／3

上記以外の期間 支給しない

第12条第1項第
2号(刑事事件)

事件が裁判所
に係属する期
間

60／100以内 無罪判決の
場合3／3

第12条第1項第
3号(出向)

個別に応じて 100／100以内 3／3

第12条第1項第
4号(研究)

3年以内 2年
の更新が可能

支給しない 3／3

第12条第1項第
5号(共同)

5年以内 70／100以内 3／3

第12条第1項第
6号(役員等)

3年以内 2年
の更新が可能

支給しない 3／3

第12条第1項第
7号(派遣)

5年以内 70／100以内 3／3

第12条第1項第
8号(専従)

5年以内 支給しない 2／3

第12条第1項第
9号(行方不明)

3年以内 業務上の場合 100／100以内 3／3

上記以外の場合 70／100以内 1／3

第12条第1項第
10号(特別事
情)

事例に応じて
個別に決定

事例に応じて個別に決定 事例に応じ
て個別に決
定

在職期間 日数

1月に達するまでの期間 2日

1月を超え2月に達するまでの期間 3日

2月を超え3月に達するまでの期間 5日

3月を超え4月に達するまでの期間 7日

4月を超え5月に達するまでの期間 8日

5月を超え6月に達するまでの期間 10日

6月を超え7月に達するまでの期間 12日

7月を超え8月に達するまでの期間 13日

8月を超え9月に達するまでの期間 15日

9月を超え10月に達するまでの期間 17日
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別表第2の2(規則第60条関係) 
(育児短時間勤務者の年次有給休暇)

別表第3(規則第62条関係) 
(特別休暇)

10月を超え11月に達するまでの期間 18日

11月を超え1年未満の期間 20日

在職期間 1週間の勤務日数 日数

1月に達するまでの期間 5日 2日

3日 1日

1月を超え2月に達するまでの期間 5日 3日

3日 2日

2月を超え3月に達するまでの期間 5日 5日

3日 3日

3月を超え4月に達するまでの期間 5日 7日

3日 4日

4月を超え5月に達するまでの期間 5日 8日

3日 5日

5月を超え6月に達するまでの期間 5日 10日

3日 6日

6月を超え7月に達するまでの期間 5日 12日

3日 7日

7月を超え8月に達するまでの期間 5日 13日

3日 8日

8月を超え9月に達するまでの期間 5日 15日

3日 9日

9月を超え10月に達するまでの期間 5日 17日

3日 10日

10月を超え11月に達するまでの期間 5日 18日

3日 11日

11月を超える期間 5日 20日

3日 12日

特別休暇の事由・期間 特別休暇付与日数

1 職員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に
規定する選挙権のほか，最高裁判所の裁判官の
国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又
は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合
で，勤務しないことがやむを得ないと認められ
るとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員，証人，鑑定人，参考人等と
して国会，裁判所，地方公共団体の議会その他
官公署へ出頭する場合で，その勤務しないこと
がやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための提供希望者として
その登録を実施する者に対して登録の申出を行

必要と認められる期間
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い，又は骨髄移植のため配偶者，父母，子及び
兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で，
当該申出又は提供に伴い必要な検査，入院等の
ため勤務しないことがやむを得ないと認められ
るとき。

4 職員が自発的に，かつ，報酬を得ないで次
に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対す
る支援となる活動を除く。)を行う場合で，そ
の勤務しないことが相当であると認められると
き。

一の年において5日の範囲内
の期間

(1) 地震，暴風雨，噴火等により災害救助法
(昭和22年法律第118号)による救助が行われる
程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を
含む。)又はその属する都道府県若しくはこれ
に隣接する都道府県における生活関連物資の配
布，居宅の損壊，水道，電気，ガスの遮断等に
より日常生活を営むのに支障が生じている者に
対して行う炊出し，避難場所での世話，がれき
の撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援
する活動

(2) 身体障害者療養施設，特別養護老人ホー
ムその他主として身体上若しくは精神上の障害
がある者又は負傷し，若しくは疾病にかかった
者に対して必要な措置を講ずることを目的とす
る施設における活動で学長が認める施設におけ
る活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか，身体上
若しくは精神上の障害，負傷又は疾病により常
態として日常生活を営むのに支障がある者に対
して行う調理，衣類の洗濯及び補修，慰問その
他直接的な援助を行う活動

5 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後
1年を経過するまでに，結婚式，旅行その他結
婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務
しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

6 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の
場合にあっては，14週間)以内に出産する予定
である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をい
う。以下同じ。)した場合

出産の日の翌日から8週間を
経過するまでの期間(産後6週間
を経過した女性職員が就業を申
し出た場合において医師が支障
がないと認めた業務に就く期間
を除く。)

8 生後1年に達しない子を育てる職員が，その
子の保育のために必要と認められる授乳，託児
所への送迎等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期
間(その子の当該職員以外の親
が当該職員がこの号の休暇を使
用しようとする日におけるこの
号の休暇(これに相当する休暇
を含む。)を承認され，又は労
基法第67条の規定により同日に
おける育児時間を請求した場合
は，1日2回それぞれ30分から当
該承認又は請求に係る各回ごと
の期間を差し引いた期間を超え
ない期間)
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9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と
同様の事情にある者を含む。次号において同
じ。)が出産するために病院に入院する等の日
から当該出産の日後2週間を経過する日まで
に，その出産に伴い勤務しないことが相当であ
ると認められる場合

2日の範囲内の期間(1日又は1
時間単位で取得可能)

10 職員の妻が出産する場合であって，その出
産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては，
14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過
する日までの期間において，当該出産に係る子
又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の
子を含む。)を養育する職員が，これらの子の
養育のため勤務しないことが相当であると認め
られる場合

当該期間における5日の範囲
内の期間(1日又は1時間単位で
取得可能)

11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶
者の子を含む。)を養育する職員が，その子の
看護(負傷し，若しくは疾病にかかったその子
の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世
話を行うことをいう。)のため申し出た場合

一の年において5日(その養育
する小学校就学の始期に達する
までの子が2人以上の場合に
あっては，10日)の範囲内の期
間(1日又は1時間単位で取得可
能)

12 負傷，疾病若しくは老齢により2週間以上
の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある
家族(以下この号において「要介護家族」とい
う。)の介護，要介護家族の付添い，要介護家
族が介護サービスを受けるために必要な手続き
の代行その他の要介護家族の必要な世話を行う
職員が，当該世話を行うため申し出た場合

一の年において5日(要介護家
族が2人以上の場合にあって
は，10日)の範囲内の期間(1日
又は1時間単位で取得可能)

13 職員の親族(別表［1］の親族欄に掲げる親
族に限る。)が死亡した場合で，職員が葬儀，
服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められ
る行事等のため勤務しないことが相当であると
認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲
げる連続する日数(葬儀のため
遠隔の地に赴く場合にあって
は，往復に要する日数を加えた
日数)の範囲内の期間

14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父
母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤
務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

15 職員の勤務する部局で夏季一斉休業が実施
される場合

一の年の8月14日から8月16日
までの期間。ただし，8月14日
から8月16日のいずれかが休日
と重なる場合は，その重なる日
数分を13日以前で直近の休日以
外の日に振り替えるものとす
る。また，8月14日が火曜日と
なる場合は，8月13日から8月15
日までの期間

16 職員が夏季における盆等の諸行事，心身の
健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため
勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期
間内における休日及び代休日を
除く3日の範囲内の期間。ただ
し前号の夏季一斉休業の実施さ
れない部局においては，一の年
における休日及び代休日を除く
6日の範囲内の期間（いずれも1
日単位で取得可能）

17 地震，水害，火災その他の災害により職員
の現住居等が滅失し，又は損壊した場合で，職
員が当該住居等の復旧作業等のため勤務しない
ことが相当であると認められるとき。

5日の範囲内の期間(1日単位
で取得可能)
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別表［1］

18 地震，水害，火災その他の災害又は交通機
関の事故等により出勤することが著しく困難で
あると認められる場合

必要と認められる期間

19 地震，水害，火災その他の災害時におい
て，職員が退勤途上における身体の危険を回避
するため勤務しないことがやむを得ないと認め
られる場合

必要と認められる期間

20 国立大学法人金沢大学表彰規程（以下，
「表彰規程」という。）第6条に該当する職員
で，心身のリフレッシュを図るため勤務しない
ことが相当であると認められる場合

表彰規程第6条に規定する勤
労感謝の日の翌日から翌年の勤
労感謝の日の前日までの間の休
日を除く連続する3暦日の範囲
内の期間

親族 日数

配偶者 7日

父母

子 5日

祖父母 3日(職員が代襲相続し，かつ，祭具等の承継
を受ける場合にあっては7日)

孫 1日

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し，かつ，祭具等の承継
を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあって
は7日)

子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあって
は5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父
母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあって
は3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄
弟姉妹

おじ又はおばの配偶者 1日
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履修モデル 生命医科学コース【生体情報機能医科学領域】

導⼊科⽬（4）
⼤学・社会⽣活論
初学者ゼミ
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ基礎
地域概論

GS科⽬（15）
健康科学
科学技術と科学⽅法論
ｸﾘﾃｨｶﾙ・ｼﾝｷﾝｸﾞ
異⽂化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 等

GS⾔語科⽬（8）
TOEIC準備Ⅰ〜Ⅳ
EAP Ⅰ〜Ⅳ

⾃由履修科⽬（3）
ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟⅠ
⽣物学実験
Pythonデータ分析⼊⾨

学域GS科⽬（2） 医薬保健学基礎Ⅰ・Ⅱ

【資料５-１】

想定する将来像 大学院へ進学・修了後、大学や研究機関等において、次代の先進医療の根拠となる知見（病因解明、治療標的同定等）の創出を担う研究者

基
盤
形
成

1年次

専
門
性
の
深
化

4年次
3年次
2年次

専⾨基礎科⽬（10） 基礎⼈体解剖学 基礎⼈体構造学 基礎⼈体機能学 基礎分⼦細胞⽣物学 基礎⽣物化学
物理有機化学 基礎医薬化学 基礎有機反応学 基礎医薬合成学 基礎分析化学

専⾨共通科⽬（22）
４年次 医薬科学試問

３年次 医薬科学先端領域特論 医薬科学研究者養成Ⅱ
医薬科学特別演習

国際医薬科学Ⅱ

２〜３年次 医薬科学基礎
ローテーション実習

２年次 医薬科学基礎実習

２年次 国際医薬科学Ⅰ 医薬科学研究者養成Ⅰ

１年次 医薬科学イノベーション概論 医薬科学研究者⼊⾨

課題研究科⽬（10）

４年次 医薬科学研究Ⅲ 医薬科学演習Ⅲ
医薬科学研究Ⅱ 医薬科学演習Ⅱ

３年次 医薬科学研究Ⅰ 医薬科学演習Ⅰ

コース専⾨科⽬（49）
＜必修科⽬＞（34単位）
・⼈体解剖学Ⅰ  ・組織学Ⅰ ・神経解剖学Ⅰ  ・発⽣学Ⅰ
・器官⽣理学Ⅰ  ・神経⽣理学Ⅰ  ・⽣化学Ⅰ  ・⽣化学Ⅱ
・薬理学Ⅰ  ・動物実験と再⽣医学 ・遺伝学Ⅰ  
・ゲノム解析演習 ・分⼦細胞病理学Ⅰ ・⼈体病理学Ⅰ
・ウイルス感染学 ・細菌感染学Ⅰ  ・寄⽣⾍学 ・免疫学
・衛⽣学Ⅰ  ・公衆衛⽣学Ⅰ  ・法医学Ⅰ  ・脳神経医学
＜選択科⽬＞（15単位以上）
・組織学Ⅱ ・神経解剖学Ⅱ ・器官⽣理学Ⅱ ・神経⽣理学Ⅱ
・⽣化学Ⅲ ・⽣化学Ⅳ ・分⼦細胞病理学Ⅱ ・⼈体病理学Ⅱ
・⽣命医科学海外AL実習 ・⽣命医科学国内AL実習 等

＊創薬科学コースの必修科⽬（講義）の中から2単位以上を
選択必修とする

医薬共通の基礎から生体情報機能医科学領域の深い専門性へとシームレスに学ぶ教育課程を編成

医学・薬学双方の基礎的知識の醸成

研究マインド 倫理観 国際性 の醸成

学年、コースを跨ぐ多面的・多角的な学修

コース選択

コースの専門性に応じた知識の醸成

共
通
教
育

研
究
者
と
し
て
の
資
質
醸
成

基礎科⽬（4）
微分積分学ＩＡ
微分積分学ＩＢ
統計数学Ａ
統計数学Ｂ

学域GS⾔語科⽬（2） 医薬科学英語Ⅰ・Ⅱ

視
野
の
拡
大

研究指導（ 組織学 分⼦細胞病理学 他 ）

※ 赤字 将来像と特に深く関連する科目
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履修モデル 生命医科学コース【システム統御医科学領域】

導⼊科⽬（4）
⼤学・社会⽣活論
初学者ゼミ
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ基礎
地域概論

GS科⽬（15）
健康科学
科学技術と科学⽅法論
ｸﾘﾃｨｶﾙ・ｼﾝｷﾝｸﾞ
異⽂化間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 等

GS⾔語科⽬（8）
TOEIC準備Ⅰ〜Ⅳ
EAP Ⅰ〜Ⅳ

⾃由履修科⽬（3）
ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟⅠ
⽣物学実験
Pythonデータ分析⼊⾨

学域GS科⽬（2） 医薬保健学基礎Ⅰ・Ⅱ

【資料５-２】

想定する将来像 大学院へ進学・修了後、大学や研究機関等において、次代の先進医療の実現に向けた新たな予防・診断・治療法の創出を担う基礎研究者

基
盤
形
成

1年次

専
門
性
の
深
化

4年次
3年次
2年次

専⾨基礎科⽬（10） 基礎⼈体解剖学 基礎⼈体構造学 基礎⼈体機能学 基礎分⼦細胞⽣物学 基礎⽣物化学
物理有機化学 基礎医薬化学 基礎有機反応学 基礎医薬合成学 基礎分析化学

専⾨共通科⽬（22）
４年次 医薬科学試問

３年次 医薬科学先端領域特論 医薬科学研究者養成Ⅱ
医薬科学特別演習

国際医薬科学Ⅱ

２〜３年次 医薬科学基礎
ローテーション実習

２年次 医薬科学基礎実習

２年次 国際医薬科学Ⅰ 医薬科学研究者養成Ⅰ

１年次 医薬科学イノベーション概論 医薬科学研究者⼊⾨

課題研究科⽬（10）

４年次 医薬科学研究Ⅲ 医薬科学演習Ⅲ
医薬科学研究Ⅱ 医薬科学演習Ⅱ

３年次 医薬科学研究Ⅰ 医薬科学演習Ⅰ

医薬共通の基礎からシステム統御医科学領域の深い専門性へとシームレスに学ぶ教育課程を編成

医学・薬学双方の基礎的知識の醸成

研究マインド 倫理観 国際性 の醸成

学年、コースを跨ぐ多面的・多角的な学修

コース選択

コースの専門性に応じた知識の醸成

共
通
教
育

研
究
者
と
し
て
の
資
質
醸
成

基礎科⽬（4）
微分積分学ＩＡ
微分積分学ＩＢ
統計数学Ａ
統計数学Ｂ

学域GS⾔語科⽬（2） 医薬科学英語Ⅰ・Ⅱ

視
野
の
拡
大

研究指導（ 遺伝学 免疫学 他）

※ 赤字 将来像と特に深く関連する科目

コース専⾨科⽬（49）
＜必修科⽬＞（34単位）
・⼈体解剖学Ⅰ ・組織学Ⅰ ・神経解剖学Ⅰ
・器官⽣理学Ⅰ ・神経⽣理学Ⅰ ・⽣化学Ⅰ ・⽣化学Ⅱ
・薬理学Ⅰ ・動物実験と再⽣医学 ・遺伝学Ⅰ
・ゲノム解析演習 ・分⼦細胞病理学Ⅰ ・⼈体病理学Ⅰ
・ウイルス感染学 ・細菌感染学Ⅰ ・寄⽣⾍学 ・免疫学
・衛⽣学Ⅰ ・公衆衛⽣学Ⅰ ・法医学Ⅰ ・脳神経医学
＜選択科⽬＞（15単位以上）
・発⽣学Ⅱ ・⽣化学Ⅲ ・⽣化学Ⅳ ・薬理学Ⅱ ・遺伝学Ⅱ
・細菌感染学Ⅱ ・衛⽣学Ⅱ ・公衆衛⽣学Ⅱ
・薬理学実習 ・免疫学実習
・⽣命医科学海外AL実習・⽣命医科学国内AL実習 等

＊創薬科学コースの必修科⽬（講義）の中から2単位以上を
選択必修とする
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履修モデル 創薬科学コース【有機化学領域】

導⼊科⽬（4）
⼤学・社会⽣活論
初学者ゼミ
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ基礎
地域概論

GS科⽬（15）
物理の世界
化学の世界
数学的発想法
科学技術と科学⽅法論 等

GS⾔語科⽬（8）
TOEIC準備Ⅰ〜Ⅳ
EAP Ⅰ〜Ⅳ

⾃由履修科⽬（3）
物理学
物理学実験
化学実験

学域GS科⽬（2） 医薬保健学基礎Ⅰ・Ⅱ

【資料５-３】

想定する将来像 大学院へ進学・修了後、有機化学・合成学を主な専門領域とし、大学や企業等で医薬品探索、中間体合成、機能素材等の分野で活躍する研究者

基
盤
形
成

1年次

専
門
性
の
深
化

4年次
3年次
2年次

専⾨基礎科⽬（10） 基礎⼈体解剖学 基礎⼈体構造学 基礎⼈体機能学 基礎分⼦細胞⽣物学 基礎⽣物化学
物理有機化学 基礎医薬化学 基礎有機反応学 基礎医薬合成学 基礎分析化学

専⾨共通科⽬（22）
４年次 医薬科学試問

３年次 医薬科学先端領域特論 医薬科学研究者養成Ⅱ
医薬科学特別演習

国際医薬科学Ⅱ

２〜３年次 医薬科学基礎
ローテーション実習

２年次 医薬科学基礎実習

２年次 国際医薬科学Ⅰ 医薬科学研究者養成Ⅰ

１年次 医薬科学イノベーション概論 医薬科学研究者⼊⾨

課題研究科⽬（10）

４年次 医薬科学研究Ⅲ 医薬科学演習Ⅲ
医薬科学研究Ⅱ 医薬科学演習Ⅱ

３年次 医薬科学研究Ⅰ 医薬科学演習Ⅰ

医薬共通の基礎から有機化学領域の深い専門性へとシームレスに学ぶ教育課程を編成

医学・薬学双方の基礎的知識の醸成

研究マインド 倫理観 国際性 の醸成

学年、コースを跨ぐ多面的・多角的な学修

コース選択

コースの専門性に応じた知識の醸成

共
通
教
育

研
究
者
と
し
て
の
資
質
醸
成

基礎科⽬（4）
微分積分学ＩＡ
微分積分学ＩＢ
統計数学Ａ
統計数学Ｂ

学域GS⾔語科⽬（2） 医薬科学英語Ⅰ・Ⅱ

視
野
の
拡
大

研究指導（ 精密分⼦構築学 ⽣物有機化学
機能性分⼦合成学 分⼦⽣薬学）

※ 赤字 将来像と特に深く関連する科目

コース専⾨科⽬（49） （必修34単位・選択15単位以上）
＜必修科⽬＞
・⽣物化学Ⅰ ・⽣物化学Ⅱ ・衛⽣薬学Ⅰ ・衛⽣薬学Ⅱ
・⽣体防御学 ・微⽣物学 ・薬品作⽤学Ⅰ ・薬品作⽤学Ⅱ
・物理化学Ⅰ ・物理化学Ⅱ ・物理化学Ⅲ ・分析化学
・応⽤有機化学Ⅰ ・応⽤有機化学Ⅱ ・薬剤学Ⅰ ・薬剤学Ⅱ
・薬物治療学Ⅰ ・臨床薬物代謝化学 ・応⽤有機化学演習Ⅰ
・応⽤有機化学演習Ⅱ
＜選択科⽬＞
・無機薬化学 ・⽣薬学 ・⽣物有機化学 ・有機反応化学
・天然物化学 ・有機⾦属化学 ・有機機器分析
・医薬品化学 ・放射薬品学 ・創薬科学海外AL実習Ⅰ

＊⽣命医科学コースの必修科⽬（講義）の中から2単位以上を
選択必修とする
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履修モデル 創薬科学コース【生物薬学領域】

導⼊科⽬（4）
⼤学・社会⽣活論
初学者ゼミ
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ基礎
地域概論

GS科⽬（15）
地球⽣物圏と⼈間
健康科学
細胞・分⼦⽣物学
統計学から未来を⾒る 等

GS⾔語科⽬（8）
TOEIC準備Ⅰ〜Ⅳ
EAP Ⅰ〜Ⅳ

⾃由履修科⽬（3）
ひとのからだ
アントレナーシップ
⽣物学実験

学域GS科⽬（2） 医薬保健学基礎Ⅰ・Ⅱ

【資料５-４】

想定する将来像
大学院へ進学・修了後、
生体防御学、生化学、細胞生物学等を主な専門領域とし、大学や企業等で病因解明、標的探索、ワクチン開発等の分野で活躍する研究者

基
盤
形
成

1年次

専
門
性
の
深
化

4年次
3年次
2年次

専⾨基礎科⽬（10） 基礎⼈体解剖学 基礎⼈体構造学 基礎⼈体機能学 基礎分⼦細胞⽣物学 基礎⽣物化学
物理有機化学 基礎医薬化学 基礎有機反応学 基礎医薬合成学 基礎分析化学

専⾨共通科⽬（22）
４年次 医薬科学試問

３年次 医薬科学先端領域特論 医薬科学研究者養成Ⅱ
医薬科学特別演習

国際医薬科学Ⅱ

２〜３年次 医薬科学基礎
ローテーション実習

２年次 医薬科学基礎実習

２年次 国際医薬科学Ⅰ 医薬科学研究者養成Ⅰ

１年次 医薬科学イノベーション概論 医薬科学研究者⼊⾨

課題研究科⽬（10）

４年次 医薬科学研究Ⅲ 医薬科学演習Ⅲ
医薬科学研究Ⅱ 医薬科学演習Ⅱ

３年次 医薬科学研究Ⅰ 医薬科学演習Ⅰ

医薬共通の基礎から生物薬学領域の深い専門性へとシームレスに学ぶ教育課程を編成

医学・薬学双方の基礎的知識の醸成

研究マインド 倫理観 国際性 の醸成

学年、コースを跨ぐ多面的・多角的な学修

コース選択

コースの専門性に応じた知識の醸成

共
通
教
育

研
究
者
と
し
て
の
資
質
醸
成

基礎科⽬（4）
微分積分学ＩＡ
微分積分学ＩＢ
統計数学Ａ
統計数学Ｂ

学域GS⾔語科⽬（2） 医薬科学英語Ⅰ・Ⅱ

視
野
の
拡
大

研究指導（ ⽣体防御応答学 遺伝情報制御学
ワクチン・免疫科学 衛⽣化学 ）

※ 赤字 将来像と特に深く関連する科目

コース専⾨科⽬（49） （必修34単位・選択15単位以上）
＜必修科⽬＞
・⽣物化学Ⅰ ・⽣物化学Ⅱ ・衛⽣薬学Ⅰ ・衛⽣薬学Ⅱ
・⽣体防御学 ・微⽣物学 ・薬品作⽤学Ⅰ ・薬品作⽤学Ⅱ
・物理化学Ⅰ ・物理化学Ⅱ ・物理化学Ⅲ ・分析化学
・応⽤有機化学Ⅰ ・応⽤有機化学Ⅱ ・薬剤学Ⅰ ・薬剤学Ⅱ
・薬物治療学Ⅰ ・臨床薬物代謝化学 ・応⽤有機化学演習Ⅰ
・応⽤有機化学演習Ⅱ
＜選択科⽬＞
・⽣命・医療倫理 ・⽣薬学 ・病態⽣理学 ・細胞⽣物学
・⽣命⼯学Ⅰ ・⽣命⼯学Ⅱ ・製剤学 ・薬物治療学II
・放射薬品学 ・毒性学 ・東洋医学 ・創薬科学海外AL実習Ⅰ

＊⽣命医科学コースの必修科⽬（講義）の中から2単位以上を
選択必修とする
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履修モデル 創薬科学コース【薬物動態学領域】

導⼊科⽬（4）
⼤学・社会⽣活論
初学者ゼミ
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ基礎
地域概論

GS科⽬（15）
統計学から未来を⾒る
プレゼン・ディベート論
細胞・分⼦⽣物学
クリティカルシンキング 等

GS⾔語科⽬（8）
TOEIC準備Ⅰ〜Ⅳ
EAP Ⅰ〜Ⅳ

⾃由履修科⽬（3）
線形代数学Ⅰ
健康科学
数学的発想法

学域GS科⽬（2） 医薬保健学基礎Ⅰ・Ⅱ

【資料５-５】

想定する将来像
大学院へ進学・修了後、
薬物動態学や薬物代謝化学を主な専門領域とし、大学者や企業等で薬物輸送、個別化医療、毒性予測等の分野で活躍する研究者

基
盤
形
成

1年次

専
門
性
の
深
化

4年次
3年次
2年次

専⾨基礎科⽬（10） 基礎⼈体解剖学 基礎⼈体構造学 基礎⼈体機能学 基礎分⼦細胞⽣物学 基礎⽣物化学
物理有機化学 基礎医薬化学 基礎有機反応学 基礎医薬合成学 基礎分析化学

専⾨共通科⽬（22）
４年次 医薬科学試問

３年次 医薬科学先端領域特論 医薬科学研究者養成Ⅱ
医薬科学特別演習

国際医薬科学Ⅱ

２〜３年次 医薬科学基礎
ローテーション実習

２年次 医薬科学基礎実習

２年次 国際医薬科学Ⅰ 医薬科学研究者養成Ⅰ

１年次 医薬科学イノベーション概論 医薬科学研究者⼊⾨

課題研究科⽬（10）

４年次 医薬科学研究Ⅲ 医薬科学演習Ⅲ
医薬科学研究Ⅱ 医薬科学演習Ⅱ

３年次 医薬科学研究Ⅰ 医薬科学演習Ⅰ

医薬共通の基礎から薬物動態学領域の深い専門性へとシームレスに学ぶ教育課程を編成

医学・薬学双方の基礎的知識の醸成

研究マインド 倫理観 国際性 の醸成

学年、コースを跨ぐ多面的・多角的な学修

コース選択

コースの専門性に応じた知識の醸成

共
通
教
育

研
究
者
と
し
て
の
資
質
醸
成

基礎科⽬（4）
微分積分学ＩＡ
微分積分学ＩＢ
統計数学Ａ
統計数学Ｂ

学域GS⾔語科⽬（2） 医薬科学英語Ⅰ・Ⅱ

視
野
の
拡
大

研究指導（ 薬物代謝安全性学 薬物動態学
分⼦薬物治療学 薬理学 ）

※ 赤字 将来像と特に深く関連する科目

コース専⾨科⽬（49） （必修34単位・選択15単位以上）
＜必修科⽬＞
・⽣物化学Ⅰ ・⽣物化学Ⅱ ・衛⽣薬学Ⅰ ・衛⽣薬学Ⅱ
・⽣体防御学 ・微⽣物学 ・薬品作⽤学Ⅰ ・薬品作⽤学Ⅱ
・物理化学Ⅰ ・物理化学Ⅱ ・物理化学Ⅲ ・分析化学
・応⽤有機化学Ⅰ ・応⽤有機化学Ⅱ ・薬剤学Ⅰ ・薬剤学Ⅱ
・薬物治療学Ⅰ ・臨床薬物代謝化学 ・応⽤有機化学演習Ⅰ
・応⽤有機化学演習Ⅱ
＜選択科⽬＞
・無機薬化学 ・⽣命・医療倫理 ・⽣薬学 ・病態⽣理学
・細胞⽣物学 ・⽣命⼯学Ⅰ ・製剤学 ・薬物治療学II
・臨床検査学 ・毒性学 ・放射薬品学
・創薬科学海外AL実習Ⅰ

＊⽣命医科学コースの必修科⽬（講義）の中から2単位以上を
選択必修とする
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履修モデル 創薬科学コース【物理分析化学領域】

導⼊科⽬（4）
⼤学・社会⽣活論
初学者ゼミ
ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ基礎
地域概論

GS科⽬（15）
論理学から⾒る世界
価値と情動の認知科学
数学的発想法
統計学から未来を⾒る 等

GS⾔語科⽬（8）
TOEIC準備Ⅰ〜Ⅳ
EAP Ⅰ〜Ⅳ

⾃由履修科⽬（3）
情報の科学
コンピュータグラフィクス演習
物理の世界

学域GS科⽬（2） 医薬保健学基礎Ⅰ・Ⅱ

【資料５-６】

想定する将来像
大学院へ進学・修了後、
分析化学、放射線科学、情報科学等を主な専門領域とし、大学や企業等でラジオセラノスティクス、オミックス解析等の分野で活躍する研究者

基
盤
形
成

1年次

専
門
性
の
深
化

4年次
3年次
2年次

専⾨基礎科⽬（10） 基礎⼈体解剖学 基礎⼈体構造学 基礎⼈体機能学 基礎分⼦細胞⽣物学 基礎⽣物化学
物理有機化学 基礎医薬化学 基礎有機反応学 基礎医薬合成学 基礎分析化学

専⾨共通科⽬（22）
４年次 医薬科学試問

３年次 医薬科学先端領域特論 医薬科学研究者養成Ⅱ
医薬科学特別演習

国際医薬科学Ⅱ

２〜３年次 医薬科学基礎
ローテーション実習

２年次 医薬科学基礎実習

２年次 国際医薬科学Ⅰ 医薬科学研究者養成Ⅰ

１年次 医薬科学イノベーション概論 医薬科学研究者⼊⾨

課題研究科⽬（10）

４年次 医薬科学研究Ⅲ 医薬科学演習Ⅲ
医薬科学研究Ⅱ 医薬科学演習Ⅱ

３年次 医薬科学研究Ⅰ 医薬科学演習Ⅰ

医薬共通の基礎から物理分析化学領域の深い専門性へとシームレスに学ぶ教育課程を編成

医学・薬学双方の基礎的知識の醸成

研究マインド 倫理観 国際性 の醸成

学年、コースを跨ぐ多面的・多角的な学修

コース選択

コースの専門性に応じた知識の醸成

共
通
教
育

研
究
者
と
し
て
の
資
質
醸
成

基礎科⽬（4）
微分積分学ＩＡ
微分積分学ＩＢ
統計数学Ａ
統計数学Ｂ

学域GS⾔語科⽬（2） 医薬科学英語Ⅰ・Ⅱ

視
野
の
拡
大

研究指導（ 臨床分析化学
活性相関物理化学 ）

※ 赤字 将来像と特に深く関連する科目

コース専⾨科⽬（49） （必修34単位・選択15単位以上）
＜必修科⽬＞
・⽣物化学Ⅰ ・⽣物化学Ⅱ ・衛⽣薬学Ⅰ ・衛⽣薬学Ⅱ
・⽣体防御学 ・微⽣物学 ・薬品作⽤学Ⅰ ・薬品作⽤学Ⅱ
・物理化学Ⅰ ・物理化学Ⅱ ・物理化学Ⅲ ・分析化学
・応⽤有機化学Ⅰ ・応⽤有機化学Ⅱ ・薬剤学Ⅰ ・薬剤学Ⅱ
・薬物治療学Ⅰ ・臨床薬物代謝化学 ・応⽤有機化学演習Ⅰ
・応⽤有機化学演習Ⅱ
＜選択科⽬＞
・無機薬化学 ・⽣命・医療倫理 ・⽣物有機化学 ・製剤学
・細胞⽣物学 ・臨床検査学 ・有機⾦属化学 ・有機機器分析
・医薬品化学 ・放射薬品学 ・創薬科学海外AL実習Ⅰ

＊⽣命医科学コースの必修科⽬（講義）の中から2単位以上を
選択必修とする
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医薬科学類創薬科学コースと薬学類のカリキュラムの差異 ※下記以外は両学類とも共通

学域GS言語科目Ⅰ（薬学英語Ⅰ） 2 1 必修 ／

学域GS言語科目Ⅱ（薬学英語Ⅱ） 2 1 必修 ／

医薬科学英語Ⅰ 2 1 ／ 必修

医薬科学英語Ⅱ 2 1 ／ 必修

生体の機能 1 2 必修 ／

生体の構造 1 2 必修 ／

基礎人体解剖学 1 1 ／ 必修

基礎人体構造学 1 1 ／ 必修

基礎人体機能学 1 1 ／ 必修

基礎分子細胞生物学 1 1 ／ 必修

基礎生物化学 1 1 ／ 必修

物理有機化学 1 1 ／ 必修

基礎医薬化学 1 1 ／ 必修

基礎有機反応学 1 1 ／ 必修

基礎医薬合成学 1 1 ／ 必修

基礎分析化学 1 1 ／ 必修

国際医薬科学Ⅰ 2 1 ／ 必修

国際医薬科学Ⅱ 3 1 ／ 必修

医薬科学イノベーション概論 1 1 ／ 必修

医薬科学研究者入門 1 1 ／ 必修

医薬科学研究者養成Ⅰ 2 1 ／ 必修

医薬科学研究者養成Ⅱ 3 1 ／ 必修

医薬科学先端領域特論 3～4 1 ／ 必修

医薬科学基礎実習 2 1 ／ 必修

医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース)Ⅰ 2 1.5 ／ 必修

医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース)Ⅱ 2 1 ／ 必修

医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース)Ⅲ 2 4 ／ 必修

医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース)Ⅳ 2 1 ／ 必修

医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース)Ⅴ 2 3 ／ 必修

医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース)Ⅵ 2 1 ／ 必修

医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース)Ⅶ 3 2 ／ 必修

医薬科学基礎ローテーション実習（創薬科学コース)Ⅷ 3 0.5 ／ 必修

医薬科学特別演習 3 0.5 ／ 必修

医薬科学試問 4 0.5 ／ 必修

生命科学入門 1 1 必修 ／

有機化学IA 1 1 必修 ／

有機化学IB 1 1 必修 ／

分子細胞生物学I 1 2 必修 ／

分析化学I 1 2 必修 ／

有機化学IIA 1 1 必修 ／

有機化学IIB 1 1 必修 ／

分子細胞生物学II 2 2 必修 ／

生物化学Ⅰ 2 2 ／ 必修

分析化学II 2 2 必修 ／

分析化学 2 2 ／ 必修

薬理学I 2 2 必修 ／

薬品作用学Ⅰ 2 2 ／ 必修

有機化学III 2 2 必修 ／

応用有機化学Ⅰ 2 2 ／ 必修

生命・医療倫理 2 1 必修 選択

生薬学 2 2 必修 選択

分子細胞生物学III 2 2 必修 ／

科目区分

授業科目
緑字：創薬科学コース独自科目

黒字：薬学類独自科目
紫字：薬学類と創薬科学コースの共通科目

学年 単位数
薬学類

医薬科学類
創薬科学コース

学類

学域GS言語科目

専門基礎科目

専門共通科目

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

講義
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科目区分

授業科目
緑字：創薬科学コース独自科目

黒字：薬学類独自科目
紫字：薬学類と創薬科学コースの共通科目

学年 単位数
薬学類

医薬科学類
創薬科学コース

学類

生物化学Ⅱ 2 2 ／ 必修

薬理学II 2 2 必修 ／

薬品作用学Ⅱ 2 2 ／ 必修

有機化学IV 2 2 必修 ／

応用有機化学Ⅱ 2 2 ／ 必修

天然物化学 3 2 必修 選択

細胞生物学 3 1 必修 選択

製剤学 3 2 必修 選択

薬物治療学II 3 2 必修 選択

臨床検査学 3 2 必修 選択

無機薬化学 2 1 必修 選択

東洋医学 3 1 必修 選択

薬学関係法規I 3 2 必修 ／

薬局薬学 3 1 必修 ／

医療統計学 3 1 必修 ／

調剤学総論 3 2 必修 ／

臨床医学入門 3 1 必修 ／

臨床栄養学 3 1 必修 ／

医薬品化学 3 1 必修 選択

生命工学I 3 1 必修 選択

薬剤疫学 3 1 選択 ／

化学療法学 3 1 選択 ／

医薬品評価学 3 1 選択 ／

医薬品情報学 4 1 必修 ／

医薬品安全性学 4 2 必修 ／

看護学入門 4 1 必修 ／

多職種連携概論 4 1 必修 ／

注射薬概論 4 1 必修 ／

薬学関係法規II 4 2 選択 ／

臨床心理学 4 1 選択 ／

薬学ビッグデータマネージメント 3 1 選択 ／

臨床研究デザイン 4 1 選択 ／

薬学研究者入門I 1 1 必修 ／

薬学研究者入門II 1 1 必修 ／

キャリア形成序論I 1 1 必修 ／

キャリア形成序論II 2 1 必修 ／

キャリア形成概論I 3〜4 1 必修 ／

キャリア形成概論II 4 0.5 必修 ／

有機化学演習I 1 0.5 必修 ／

有機化学演習II 1 0.5 必修 ／

有機化学演習III 2 0.5 必修 ／

応用有機化学演習Ⅰ 2 0.5 ／ 必修

有機化学演習IV 2 0.5 必修 ／

応用有機化学演習Ⅱ 2 0.5 ／ 必修

薬学国際演習Ⅰ 2 0.5 必修 ／

薬学国際演習Ⅱ 3 0.5 必修 ／

薬物治療モニタリング演習 3 0.5 必修 ／

服薬指導演習 4 1 必修 ／

プライマリケア演習 4 1 必修 ／

薬学演習I 3 0.5 必修 ／

薬学演習II 4 1 必修 ／

講義

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

演習
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科目区分

授業科目
緑字：創薬科学コース独自科目

黒字：薬学類独自科目
紫字：薬学類と創薬科学コースの共通科目

学年 単位数
薬学類

医薬科学類
創薬科学コース

学類

薬学演習III 5 0.5 必修 ／

薬学演習IV 6 1 必修 ／

症例演習 4 1 必修 ／

薬物治療演習 4 1 必修 ／

総合薬学演習 6 1 必修 ／

実務実習準備 3〜4 0.5 必修 ／

測定法と分析法を学ぶI 2 1.5 必修 ／

測定法と分析法を学ぶII 2 1 必修 ／

有機化合物の扱い方を学ぶ 2 4 必修 ／

生物の取り扱いを学ぶI 2 3 必修 ／

生物の取り扱いを学ぶII 2 1 必修 ／

医療における薬を学ぶI 2 1 必修 ／

医療における薬を学ぶII 3 2 必修 ／

医療における薬を学ぶIII 4 2 必修 ／

実務実習I 5 3.5 必修 ／

実務実習II 5 10 必修 ／

実務実習III 5 5.5 必修 ／

実務実習IV 5 1 必修 ／

チーム医療実習 5/6 2 選択 ／

ラボローテーション 3 0.5 必修 ／

医薬科学研究Ⅰ 3 2.5 ／ 必修

医薬科学研究Ⅱ 4 3 ／ 必修

医薬科学研究Ⅲ 4 3 ／ 必修

医薬科学演習Ⅰ 3 0.5 ／ 必修

医薬科学演習Ⅱ 4 0.5 ／ 必修

医薬科学演習Ⅲ 4 0.5 ／ 必修

薬学研究I 3 2 必修 ／

薬学研究II 4 4.5 必修 ／

薬学研究III 5 2.5 必修 ／

薬学研究IV 6 5 必修 ／

薬学海外AL実習Ⅰ 1～6 0.5 選択 ／

創薬科学海外AL実習Ⅰ 2～4 0.5 ／ 選択

薬学海外AL実習Ⅱ 1～6 0.5 選択 ／

創薬科学海外AL実習Ⅱ 2～4 0.5 ／ 選択

早期ラボローテーションⅠ 1 0.5 選択 ／

早期ラボローテーションⅡ 2 0.5 選択 ／

早期ラボローテーションⅢ 2～3 0.5 選択 ／

キャリアプラン研修Ⅰ 4～6 0.5 選択 ／

キャリアプラン研修Ⅱ 4～6 0.5 選択 ／

実習

専
門
教
育
科
目

専
門
科
目

演習

75


	① 設置の趣旨及び必要性
	② 学部・学科等の特色
	③ 学部・学科等の名称及び学位の名称
	④ 教育課程の編成の考え方及び特色
	⑤ 教員組織の編成の考え方及び特色
	⑥ 教育方法，履修指導の方法及び卒業要件
	⑦ 施設，設備等の整備計画
	⑧ 入学者選抜の概要
	⑨ 取得可能な資格
	⑩ 企業実習（インターシップを含む）や海外語学研修等の学外実習を実施する場合の具体的計画
	⑪ ２以上の校地において教育研究を行う場合の具体的計画
	⑫ 管理運営
	⑬ 自己点検･評価
	⑭ 情報の公表
	⑮ 教育内容等の改善のための組織的な研修等
	⑯ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制
	⑰ 医薬科学類創薬科学コースと薬学類のカリキュラムの差異
	資料1
	資料2
	資料3
	資料4
	資料5
	資料6



